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規

則

■群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
九
十
一
号

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
の
二
十
六
の
表
中
「
一
万
分
の
百
八
」
を
「
一
万
分
の
百
十
」
に
、
「
十
万
分
の

五
百
四
十
」
を
「
十
万
分
の
五
百
五
十
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
表
中
「
第
四
十
二
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
二
十
一
第
二
項
」
に
改

め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
）

５

条
例
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
寄
附
金
の
支
出
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
条
例
附
則
第
三
十
三
条
第
二
項
の
県
払
戻

請
求
権
放
棄
は
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
し
た
寄
附
金
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
二
十
八
条
の
三
及
び
第
二
十

八
条
の
四
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
号
の
二
様
式
裏
面
及
び
第
八
号
の
二
様
式
裏
面
中
「

」
を
「

」

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

に
改
め
る
。

平
成
２
６
年
１
月

第
九
号
様
式
（
第
九
号
様
式
の
個
人
の
事
業
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「

１
日

令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ
れ
た
割
合

告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
九
号
様
式

合
特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

の
個
人
の
事
業
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

平
成
２
６
年
１
月
１
日

令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ

第
九
号
の
二
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

れ
た
割
合

告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

準
割
合

平
成
２
６
年
１
月

第
十
号
様
式
（
第
十
号
様
式
の
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「

１
日

令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ
れ
た
割
合

告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
号
様
式

合
特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

の
不
動
産
取
得
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

第
十
号
の
二
様
式
（
第
十
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
及
び
第
十
号
の
三
様
式

（
第
十
号
の
三
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

平
成
２
６
年
１
月
１
日

令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ
れ
た
割
合

告
示

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

平
成

第
十
一
号
様
式
（
第
十
一
号
様
式
の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「

２
６
年
１
月
１
日

令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ
れ
た
割
合

告
示
さ
れ
た

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式

平
均
貸
付
割
合

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

北
越
銀
行

第
四
北
越

（
第
十
一
号
様
式
の
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

銀
行

第
十
一
号
の
二
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
の
自
動
車
税

平
成
２
６
年
１
月
１
日

令
和
３
年
１
月
１

（
種
別
割
）
納
税
通
知
内
訳
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」

日
告
示
さ
れ
た
割
合

告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合

特
例
基
準
割
合

を
「

」
に
改
め
る
。

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

平
成
２
６
年
１
月
１

第
十
一
号
の
三
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

日
令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ
れ
た
割
合

告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

合
特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

平
成
２
６
年
１
月
１

第
十
二
号
様
式
（
第
十
二
号
様
式
の
鉱
区
税
納
税
通
知
書
の
裏
面
）
中
「

日
令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ
れ
た
割
合

告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
二
号
様

合
特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

式
の
鉱
区
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

第
十
二
号
の
二
様
式
（
第
十
二
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
及
び
第
十
二
号
の

北
越
銀
行

第
四
北
越

四
様
式
（
第
十
二
号
の
四
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

銀
行

平
成
２
６
年
１
月
１
日

令
和
３
年
１
月
１
日

告
示
さ
れ
た
割

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

合
告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

合

北
越
銀
行

第
四

第
十
三
号
様
式
（
第
十
三
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、

北
越
銀
行

５
平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
の
う
ち

条
例
附
則
第
３
条
の
２
第
１
項
に
規
定

「

、
す
る
特
例
基
準
割
合
適
用
年
中
に
つ
い
て
は

上
記
２
及
び
４
の
延
滞
金
は
同
項
の
規
定

、
に
従
つ
て

上
記
３
の
延
滞
金
は
同
条
第
２
項
の
規
定
に
従
つ
て
計
算
し
て
く
だ
さ
い

、
。

な
お

条
例
附
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
上
記
３
の
延
滞
金
を
計
算
す
る
場
合

年
７

、
、

．
３
％
の
割
合
は

年
１
２

.

７
７
５
％
の
範
囲
内
で
地
方
税
法
施
行
令
で
定
め
る
割
合
と

、

」

な
り
ま
す
。

を５
上
記
２
及
び
４
の
延
滞
金
は

平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
お
い
て
は

各

「

、
、

年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年

１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は

条
例
附

、
則
第
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
従
つ
て
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

６
上
記
３
の
延
滞
金
は

平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
の
う
ち

平
成
２
６
年
中

、
、

に
お
い
て
は
年
１

.

９
％

平
成
２
７
年
中
及
び
平
成
２
８
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

８
、

％
平
成
２
９
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

７
％

平
成
３
０
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年

、
、

１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
年
１

.

６
％
の
割
合
と
な
り
ま
す

ま
た

令
。

、
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３

、
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合
に
年
０

.

５
％
の
割
合
を
加
算
し

た
割
合
が
年
７

.

３
％
に
満
た
な
い
場
合
に
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

当
該
加
算
し

、
、

た
割
合

年
０

.

１
％
の
割
合
を
下
回
る
と
き
は

年
０

.

１
％
と
な
り
ま
す

と
な

（

）

、
。

り
ま
す

な
お

条
例
附
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
上
記
３
の
延
滞
金
を
計
算
す
る
場

。
、

合
年
７

.

３
％
の
割
合
は

年
１
２

.

７
７
５
％
の
範
囲
内
で
地
方
税
法
施
行
令
で
定

、
、
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」

め
る
割
合
に
な
り
ま
す
。

６
平
成
１
２
年
１
月
１
日

７
平
成
１
２
年
１
月
１
日

７
延
滞
金

に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

を
８

延
滞
金
を

８
延
滞
金
は

９
延
滞
金
は

第
十
三
号
の
二
様
式
（
第
十
三
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
四
号
様
式

（
第
十
四
号
様
式
第
三
片
の
裏
面
）
、
第
十
五
号
様
式
（
第
十
五
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の

裏
面
）
、
第
十
五
号
の
二
様
式
（
第
十
五
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
及
び
第
十

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀

六
号
様
式
（
第
十
六
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

行
特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

特
例

第
十
六
号
の
二
様
式
（
第
十
六
号
の
二
様
式
の
個
人
の
事
業
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
六
号
の
二
様
式
の
個
人
の

基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

事
業
税
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

第
十
六
号
の
三
様
式
（
第
十
六
号
の
三
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
領
収
証
書
の
裏
面
）
中

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
六
号
の
三
様
式
自

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

第
十
六
号
の
五
様
式
（
第
十
六
号
の
五
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
領
収
証
書
の
裏
面
）
中

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
六
号
の
五
様
式
自

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

第
十
六
号
の
七
様
式
（
第
十
六
号
の
七
様
式
の
領
収
証
書
の
裏
面
）
中
「

」
を

特
例
基
準
割
合

「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
十
六
号
の
七
様
式
の
納
付
書
の
裏
面
）
中

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

第
十
七
号
様
式
（
第
十
七
号
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
裏
面
）
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
（
第

十
七
号
の
二
様
式
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、

北
越
銀
行

第
四
北
越
銀
行

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

第
五
十
七
号
様
式
裏
面
及
び
第
五
十
七
号
の
二
様
式
裏
面
中

１
還
付
加
算
金
は

過
誤
納
金
の
金
額
に

納
付

入
が
あ
つ
た
日
等
の
翌
日
か
ら
支

「

（

）

、
、

出
決
定
等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ

年
７

.

３
％
の
割
合

平
成
２
６
年

（

、
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第
２

、
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

以
下

特
例

（

「

基
準
割
合

と
い
い
ま
す

が
年
７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

そ
の
年
中

」

）

。
、

に
お
い
て
は

特
例
基
準
割
合
と
な
り
ま
す

な
お

平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

、
。

、
２
５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経

、
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
な
り
ま
す

を
乗
じ

）

。
」

て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

を１
還
付
加
算
金
は

過
誤
納
金
の
金
額
に

納
付

入
が
あ
つ
た
日
等
の
翌
日
か
ら
支

「

（

）

、
、

出
決
定
等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ

年
７

.

３
％
の
割
合

※
を
乗
じ

（

）

、
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

※
平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
の
う
ち

平
成
２
６
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

、
９
％

平
成
２
７
年
中
及
び
平
成
２
８
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

８
％

平
成
２
９
年

、
、

中
に
お
い
て
は
年
１

.

７
％

平
成
３
０
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
１
２
月
３
１
日

、
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
年
１

.

６
％
の
割
合
と
な
り
ま
す

令
和
３
年
１
月
１
日
以

。
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第
２
項
の
規
定

、

に
よ
り
告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合
に
年
０

.

５
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年

７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

当
該
加
算
し
た
割

、
、

合
と
な
り
ま
す

年
０

.

１
％
の
割
合
を
下
回
る
と
き
は

年
０

.

１
％
と
な
り
ま

（

、

）

」

す
。

。

に
改
め
る
。

第
五
十
七
号
様
式
の
三
裏
面
中

１
還
付
加
算
金
は

過
誤
納
金
の
金
額
に

納
付
が
あ
つ
た
日
等
の
翌
日
か
ら
支
出
決
定

「

、
、

等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ

年
７

.

３
％
の
割
合

平
成
２
６
年
１
月
１

（

、
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第
２
項
の
規

、
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

以
下

特
例
基
準
割

（

「

合
と
い
い
ま
す

が
年
７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

そ
の
年
中
に
お
い

」

）

。
、

て
は

特
例
基
準
割
合
と
な
り
ま
す

な
お

平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年

、
。

、
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経
過
す
る

、
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手

形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
な
り
ま
す

を
乗
じ
て
計
算

）

。

」

し
た
金
額
で
す
。

を１
還
付
加
算
金
は

過
誤
納
金
の
金
額
に

納
付
が
あ
つ
た
日
等
の
翌
日
か
ら
支
出
決
定

「

、
、

等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ

年
７

.

３
％
の
割
合

※
を
乗
じ
て
計
算

（

）

、
し
た
金
額
で
す
。

※
平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
の
う
ち

平
成
２
６
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

、
９
％

平
成
２
７
年
中
及
び
平
成
２
８
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

８
％

平
成
２
９
年

、
、

中
に
お
い
て
は
年
１

.

７
％

平
成
３
０
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
１
２
月
３
１
日

、
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
年
１

.

６
％
の
割
合
と
な
り
ま
す

令
和
３
年
１
月
１
日
以

。
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第
２
項
の
規
定

、
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合
に
年
０

.

５
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年

７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

当
該
加
算
し
た
割

、
、

合
と
な
り
ま
す

年
０

.

１
％
の
割
合
を
下
回
る
と
き
は

年
０

.

１
％
と
な
り
ま

（

、

）

」

す
。

。

に
改
め
る
。

第
五
十
七
号
の
四
様
式
裏
面
中

１
還
付
加
算
金
は

過
誤
納
金
の
金
額
に

納
付

入
が
あ
つ
た
日
等
の
翌
日
か
ら
支

「

（

）

、
、

出
決
定
等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ

年
７

.

３
％
の
割
合

平
成
２
６
年

（

、
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第
２

、
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
割
合
に
年
１
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合

以
下

特
例

（

「

基
準
割
合

と
い
い
ま
す

が
年
７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

そ
の
年
中

」

）

。
、

に
お
い
て
は

特
例
基
準
割
合
と
な
り
ま
す

な
お

平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

、
。

、
２
５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経

、
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
な
り
ま
す

を
乗
じ

）

。

」

て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

を１
還
付
加
算
金
は

過
誤
納
金
の
金
額
に

納
付

入
が
あ
つ
た
日
等
の
翌
日
か
ら
支

「

（

）

、
、

出
決
定
等
を
し
た
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ

年
７

.

３
％
の
割
合

※
を
乗
じ

（

）

、
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

※
平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
の
う
ち

平
成
２
６
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

、
９
％

平
成
２
７
年
中
及
び
平
成
２
８
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

８
％

平
成
２
９
年

、
、
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中
に
お
い
て
は
年
１

.

７
％

平
成
３
０
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
１
２
月
３
１
日

、
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
年
１

.

６
％
の
割
合
と
な
り
ま
す

令
和
３
年
１
月
１
日
以

。
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置
法
第
９
３
条
第
２
項
の
規
定

、
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合
に
年
０

.

５
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年

７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

当
該
加
算
し
た
割

、
、

合
と
な
り
ま
す

年
０

.

１
％
の
割
合
を
下
回
る
と
き
は

年
０

.

１
％
と
な
り
ま

（

、

）

」

す
。

。

に
改
め
る
。

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

特

第
六
十
七
号
様
式
裏
面
中
「
「

」
を
「
「

」
に
、
「

特
例
基
準
割
合
適
用
年
に
お
い
て

例
基
準
割
合
に

延
滞
金
特
例
基
準
割
合
に

」
を
「

」
に
、
「

平
成
２
６
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

９
％

平
成
２
７
年
中
及

は
当
該
特
例
基
準
割
合

」
を
「

、
、

び
平
成
２
８
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

８
％

平
成
２
９
年
中
に
お
い
て
は
年
１

.

７
％

平
成

、
、

３
０
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
年
１

.

６
％
の
割
合

と
な
り
ま
す

令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は

各
年
の
前
年
に
租
税
特
別
措
置

。
、

法
第
９
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
平
均
貸
付
割
合
に
年
０

.

５
％
の
割
合
を
加
算

し
た
割
合
が
年
７

.

３
％
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は

そ
の
年
中
に
お
い
て
は

当
該
加
算
し

、
、

（

）
」
に
改
め
る
。

た
割
合

年
０

.

１
％
の
割
合
を
下
回
る
と
き
は

年
０

.

１
％
と
な
り
ま
す

、
。

第
七
十
六
号
の
三
様
式
、
第
七
十
六
号
の
五
の
二
様
式
、
第
七
十
六
号
の
五
の
四
様
式
、
第
八

十
三
号
様
式
及
び
第
百
一
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

た
だ
し

平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る

「
（

、

年
７

.

３
％
の
割
合
は

各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法

、

第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割

）
」
を
削
る
。

合
を
加
算
し
た
割
合
と
な
り
ま
す
。

５
３

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割

第
百
三
号
様
式
中
「

（

）
」
を
削
り
、
「

」
を
「

合
た
だ
し

平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の

」
に
改
め
、
「
（

、

期
間
に
お
け
る
上
記
３
の
年
７

.

３
％
の
割
合
は

各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経
過
す
る

、

時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基

）
」
を
削
り
、

準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
な
り
ま
す
。

５
３
の
延
滞
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
税
額
の

「

、
全
額
が
２

０
０
０
円
以
上
の
場
合
で
す

こ
の
場
合

当
該
計
算
の
基
礎
と
な
る
税
額

，
。

、
に
１

０
０
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
て
計
算
し
ま
す

ま
，

、
。

た
延
滞
金
の
確
定
金
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全
額
が
１

、
，

０
０
０
円
未
満
で
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
は

切
捨
て
に
な
り
ま

、
、

す
。

６
低
燃
費
車
に
係
る
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は

低
燃
費
車
に
係

「

、

」

「

」

」

る
特
例
措
置

欄
の

受
け
る

を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

を５
３
の
延
滞
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
税
額
の

「

、
全
額
が
２

０
０
０
円
以
上
の
場
合
で
す

こ
の
場
合

当
該
計
算
の
基
礎
と
な
る
税
額

，
。

、
に
１

０
０
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
て
計
算
し
ま
す

ま
，

、
。

た
延
滞
金
の
確
定
金
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
又
は
そ
の
全
額
が
１

、
，

０
０
０
円
未
満
で
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
は

切
捨
て
に
な
り
ま

、
、

」

す
。

に
、

「

低
燃
費
車
に
係
る
特

エ
ネ
ル
ギ
ー

受
け
る

車
両
重
量

／
ι

k
g

k
m

例
措
置

消
費
効
率

内
燃
機
関
の

燃
料

k
g

車
両
総
重
量

変
速
装
置
の

方
式

構
造

」

を「

エ
ネ
ル
ギ
ー

車
両
重
量

車
両
総
重
量

／
ι

k
g

k
g

k
m

消
費
効
率

内
燃
機
関
の

燃
料

変
速
装
置
の

方
式

構
造

」

に
改
め
る
。

特
例
基
準
割
合

延
滞
金

第
百
十
七
号
の
六
様
式
及
び
第
百
十
七
号
の
三
十
四
様
式
中
「

」
を
「

特
例
基
準
割
合

た
だ
し

平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
１
２
月
３

」
に
改
め
、
「
（

、

１
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
年
７

.

３
％
の
割
合
は

各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経
過
す

、

る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の

）
」
を
削
る
。

基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
な
り
ま
す
。

第
百
二
十
三
号
の
六
様
式
及
び
第
百
二
十
三
号
の
七
様
式
中
「

」
を

第
４
２
条
の
６
第
２
項

「

」
に
改
め
る
。

第
４
２
条
の
２
１
第
２
項

（
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
規
則
第
四

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

北
越
銀

附
則
別
記
様
式
第
一
号
（
附
則
別
記
様
式
第
一
号
第
一
片
及
び
第
三
片
の
裏
面
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

行
第
四
北
越
銀
行

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

附
則
別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

特
例
基
準
割
合

延
滞
金
特
例
基
準
割
合

た
だ
し

平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る

「
（

、

年
７

.

３
％
の
割
合
は

各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法

、
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第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
％
の
割

）
」
を
削
る
。

合
を
加
算
し
た
割
合
と
な
り
ま
す
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
群
馬
県
県
税
条
例

施
行
規
則
第
四
十
二
条
の
二
十
六
及
び
第
五
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
百
二
十
三
号
の
六
様
式

及
び
第
百
二
十
三
号
の
七
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と

い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
二
十
六
の
規
定
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

令
和
元
年
十
月
か
ら
こ
の
規
則
の
公
布
の
日
の
前
日
ま
で
に
知
事
が
支
出
し
た
群
馬
県
県
税
条

例
施
行
規
則
第
四
十
二
条
の
二
十
六
の
取
扱
手
数
料
は
、
改
正
後
の
規
則
第
四
十
二
条
の
二
十
六

の
規
定
に
よ
り
支
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
又

は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
規
則
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

５

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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